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新型コロナウイルス感染症患者の三重県内 

第１０例目及び１１例目の発生等を受けての本市の対応について 
 

 このことについて、新型コロナウイルス感染症対策本部（第４回）において、新型コロナ

ウイルス感染症患者の三重県内第１０例目及び１１例目の発生等を受けての本市の対応を

別紙のとおり決定しました。 

 



 

                                 別紙 

 

   新型コロナウイルス感染症患者の三重県内第１０例目及び１１例    

   目の発生等を受けての本市の対応について 

 

１ 市民への情報発信 

  今回の津保健所管内での感染症患者発生に伴い、市民の不安を解消するた

め、引き続き、国及び三重県からの関係情報を速やかに津市ホームページ等

により情報発信するとともに、三重県の相談窓口等について周知を徹底しま

す。 

  ※ 三重県の新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口 

    帰国者・接触者相談センター（津保健所０５９－２２３－５１８４） 

２ 津市職員の行動 

  令和２月３月３０日、三重県知事から県民に対して、東京都、大阪府、北

海道、愛知県、兵庫県、千葉県、神奈川県及び埼玉県の８都道府県への不要

不急の出張や訪問等を自粛するよう要請されたことを受け、本市としても市

職員の感染リスクを回避するため、やむを得ない出張を除き、新年度の挨拶

も含め、８都道府県への訪問等を自粛するよう本日中に全部局に通知を行い

徹底します。 

３ 今後の津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催 

  今後、三重県内においても感染症患者の増加が懸念されることから、津保

健所管内で感染症患者が発生するなど、緊急的な対応を要する協議が必要と

なった場合は、原則として、三重県から津保健所管内における感染症関連情

報が発表された日の翌日の午前１０時から津市新型コロナウイルス感染症対

策本部会議を開催します。 
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